
１．防火管理が必要な新築工事中の建築物 

以下に該当する新築工事中の建築物の管理権原者(※)は、防火管理者を選任して届け出てく

ださい。 

また、選任された防火管理者は、新築工事中の消防計画を作成して届け出てください。 

 

新築工事中の建築物で、収容人員が 50 人以上のもののうち、次に掲げる建築物 

(１)地階を除く階数が 11 以上で、かつ、延べ面積が 1 万平方メートル以上 

(２)延べ面積が 5 万平方メートル以上 

(３)地階の床面積の合計が 5 千平方メートル以上 

 

※管理権原者の取扱いや防火管理者が必要な期間についての考え方は、神戸市消防用設備

等技術基準第２章第２節「第８ 工事中の防火対象物の安全対策」をご覧ください 

 

 

２．届出様式 

防火管理者の選任及び消防計画を届け出る際は、①・②とともに③新築工事中の消防計画を

提出してください。 

 

① 防火・防災管理者選任（解任）届出書 

② 消防計画作成（変更）届出書 

③ 工事中の消防計画（新築用） 

※①～③の様式は神戸市 HP『防火・防災管理関係』をご利用ください 

https://www.city.kobe.lg.jp/a92906/business/todokede/yousiki/boukabousaikanri.html


		工事中の消防計画書　（新築用）

№1



		１　工事の施工計画は次のとおりとする。



		　(1) 完成後の防火対象物の概要

		イ．消防同意

		年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　　　号



		ロ．建築確認

		年　　　月　　　日　　　　　　　第　　　　　号



		ハ．用　　途

		

		ニ．構　　造

		



		ホ．高　　さ

		軒の高さ　　　　　　　　　　ｍ・最高の高さ　　　　　　　　　　ｍ



		ヘ．階　　数

		地上　　　　　　階　 　地下　　　　　　階　 　塔屋　　　　　　階



		ト．建築面積

		㎡

		チ．延べ面積

		㎡









		　(2) 各種作業の現場責任者及びその連絡先等

		会社名

		[bookmark: _GoBack]ＴＥＬ

		防火責任者

		作業内容

		期間



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		














		

№2(新築用)



		　(3) 避難経路等下爛に平面図を記載し、避難経路等を明示してください。

なお、下欄に記載できない場合は別途図面を添付してください。



　 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）





		　(4) 工事工程どのような工程で工事を行うかを体系的に図示してください。

なお、下欄に記載できない場合は別途、工事工程表を添付してください。



　 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）










		

№3(新築用)



		２　防火管理体制は次のとおりとする。



		　(1) 防火管理組織工事中の防火対象物全体の防火管理業務をどのように分担、

処理するかを体系的に図示してください。



　 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



















　　　ア　統括防火管理者の責務及び工事関係者に対する指揮・監督事項













　　　イ　工事関係者に対する教育訓練の方法と内容













　　　ウ　防火責任者の責務
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		　(2) 自衛消防隊の組織工事中の防火対象物全体における火災発生時の消火、通報

避難誘導等の自衛消防活動を体系的に図示してください。



　 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）





		　(3) 夜間・休日の防火管理









		№5(新築用)



		３　工事に使用する引火性、爆発性物品及び可燃性工事用資材等の保管は次のとおりとする。



		

		品名

		数量

		保管場所

		期間

		保管方法



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		














		№6(新築用)



		４　工事に伴う引火性及び爆発性物品の使用に関する出火危険防止対策は次のとおりとする。



		

		品名

		使用場所

		期間

		出火危険防止対策



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		













		

№7(新築用)



		５　喫煙管理及びその他の火気管理は次のとおりとする。



		



		６　その他の防火上、避難上の措置は次のとおりとする。
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№1 


１ 工事の施工計画は次のとおりとする。 


 (1) 完成後の防火対象物の概要 


イ ． 消 防 同 意 年   月   日       第     号 


ロ ． 建 築 確 認 年   月   日       第     号 


ハ ． 用   途  ニ ． 構   造  


ホ ． 高   さ 軒の高さ          ｍ・最高の高さ          ｍ 


ヘ ． 階   数 地上      階   地下      階   塔屋      階 


ト ． 建 築 面 積 ㎡ チ ． 延 べ 面 積 ㎡ 
 


 (2) 各種作業の現場責任者及びその連絡先等 


会 社 名 ＴＥＬ 防火責任者 作 業 内 容 期 間 
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 (3) 避難経路等 


   （                           ） 


 


 (4) 工事工程 


   （                              ） 


 


  


下爛に平面図を記載し、避難経路等を明示してください。 
なお、下欄に記載できない場合は別途図面を添付してください。 


どのような工程で工事を行うかを体系的に図示してください。 
なお、下欄に記載できない場合は別途、工事工程表を添付してください。 







 
№ 3(新築用 ) 


２ 防火管理体制は次のとおりとする。 


 (1) 防火管理組織 


   （                         ） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   ア 統括防火管理者の責務及び工事関係者に対する指揮・監督事項 


 


 


 


 


 


 


   イ 工事関係者に対する教育訓練の方法と内容 


 


 


 


 


 


 


   ウ 防火責任者の責務 


 


 


  


工事中の防火対象物全体の防火管理業務をどのように分担、 
処理するかを体系的に図示してください。 







 
№ 4(新築用 ) 


 (2) 自衛消防隊の組織 


   （                         ） 


 


 (3) 夜間・休日の防火管理 


 


工事中の防火対象物全体における火災発生時の消火、通報 
避難誘導等の自衛消防活動を体系的に図示してください。 







№ 5(新築用 ) 


３ 工事に使用する引火性、爆発性物品及び可燃性工事用資材等の保管は次のとおりとする。 


 


品 名 数 量 保 管 場 所 期 間 保 管 方 法 


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     
 


  







№ 6(新築用 ) 


４ 工事に伴う引火性及び爆発性物品の使用に関する出火危険防止対策は次のとおりとする。 


 


品 名 使 用 場 所 期 間 出 火 危 険 防 止 対 策 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    
 







 
№ 7(新築用 ) 


５ 喫煙管理及びその他の火気管理は次のとおりとする。 


 


６ その他の防火上、避難上の措置は次のとおりとする。 
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第８ 工事中の防火対象物の安全対策 


 


 新築工事中の建築物又は建造中の旅客船（以下，この第８において「新築工事中の建築物等」とい


う。）に係る防火安全対策は，次によること。 


 


１ 新築工事中の建築物等 


 ⑴ 防火管理者の選任が必要となる新築工事中の建築物等 


  ア 次に挙げる規模の新築中の建築物で収容人員が50人以上のもの。 


    なお，収容人員の算定は，工事部分（工事従業員の合計）と仮使用部分（省令第１条の３の算


定による。）を合算したものとすること。 


   (ア) 地階を除く階数が11以上で，かつ，延べ面積が10,000㎡以上の建築物 


   (イ) 延べ面積が50,000㎡以上の建築物 


   (ウ) 地階の床面積の合計が5,000㎡以上の建築物 


  イ 建造中の旅客船で収容人員（工事従業員の合計）が50人以上でかつ，甲板数が11以上のもの。 


 ⑵ 管理権原者の取扱い 


  ア 工事部分 


    一括発注方式の場合は，工事受注者（建築会社等）が管理権原者となる。ただし，分離発注方


式など，工事種別毎に別会社に発注する方式をとる場合は，同一工事部分で管理権原者が複数に


渡るため，管理権原者はそれぞれの受注者となる。 


  イ 仮使用部分 


    仮使用承認を受けた部分の管理権原者は，当該仮使用部分の所有者，占有者等の関係者となる。 


  ウ 建築中の旅客船について 


    ぎ装工事を行う造船会社等が管理権原者となる。 


 ⑶ 防火管理者の選任方法等について 


  ア 防火管理者の選任方法等について 


    政令第１条の２第３項第２号に基づき，原則，管理権原者ごとに防火管理者の選任を行うこと


になるが，対象物全体で統一的，かつ，連携のとれた防火管理体制を確立する必要があるため，


仮使用部分と工事部分で管理権原者が異なる場合は，管理権原者間で防火について協議を実施し，


統一的な防火管理を行うこと。◆ 


  イ 選任する防火管理者の資格について 


   新築工事中の建築物等に選任する防火管理者は，政令第３条第１項第１号に定める甲種防火管理


者であること。 


 ⑷ 防火管理者の選任が必要となる期間 


  ア 新築工事中の建築物 


    外壁及び床又は屋根の構造部が，前⑴に定める規模以上まで完成し，建築物内部において工事


（電気工事，設備工事，内装仕上工事等）が開始されてから建築主に引き渡しされるまでの間。 


  イ 建造中の旅客船 


    進水後，ぎ装工事が開始されてから船主に引き渡しされるまでの間。 
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 ⑸ 消防計画に定める事項等 


  ア 工事部分の消防計画 


    防火管理者に省令第３条第１項第２号の規定により作成させること。 


    なお，必要に応じて次の事項についても作成させること。◆ 


   (ア) 防火管理者等指揮監督者の責務に関する事項 


   (イ) 仮使用部分との連絡体制（仮使用が有る場合） 


   (ウ) 夜間・休日における現場管理に関する事項 


  イ 仮使用部分の消防計画 


    防火管理者に省令第３条第１項第１号の規定により作成させること。 


    なお，建基省令第４条の16に規定する仮使用承認申請に伴う安全計画等により内容が確認でき


ている部分については，作成する消防計画から省略することができる。 


 ⑹ 仮使用部分における指導事項 


   仮使用部分における防火管理及び消防用設備等については，昭和53年５月31日付け消予査第59号


「仮使用承認並びに安全上の措置に伴う事務処理要綱について」及び平成12年３月27日付け消防予


第74号消防庁予防課長通知「スケルトン状態の防火対象物に係る消防法令の運用について」を参考


として，防火安全指導を徹底させること。 


 ⑺ 確認申請の消防同意時の審査指導について 


   新築工事中の建築物に係る防火管理者の選任義務が予測される建築計画については，工事受注者


に対して防火管理者の選任義務を周知しておくこと。 


   消防用設備等設置計画届出書に，前⑴に定める対象物の工事において，前⑷に定める時期までに


防火管理者の選任及び消防計画の作成を行う旨を記載すること。 


 


２ 改装工事中の防火対象物における消防計画について 


  改装工事中における消防計画については，防火対象物全体の消防計画の一部として作成されている


ため，原則，改装工事用に別途消防計画の作成及び届け出は必要ない。 


  なお，改装工事等を行う場合は，事前に消防署と協議し次に挙げる事項に該当する場合は，工事内


容に応じた消防計画を別途作成し届出すること。◆ 


 ⑴ スプリンクラー設備等固定消火設備の全機能停止 


 ⑵ 自動火災報知設備の全機能停止 


 ⑶ その他協議において特に消防計画の別途作成が必要と判断されたもの 


 


３ その他 


  消防計画の様式については別表１に基づき運用する。 


  







第８ 工事中の防火対象物の安全対策 


- Ⅲ - 37 - 


別表１ 


 消防計画について 


新築工事中の 


建 築 物 


工
事
部
分 


 表紙 消防計画作成（変更）届出書（省令別記様式１号の２） 
 
 内容 工事中の消防計画書（新築用） 【別添様式１】※ 


仮
使
用
部
分 


表紙 消防計画作成（変更）届出書（省令別記様式１号の２） 


内容 仮使用部分の規模・用途に応じた消防計画各様式 
     （安全計画書により替える場合を除く。） 


建 造 中 の 


旅 客 船 


 表紙 消防計画作成（変更）届出書（省令別記様式１号の２） 


 ※造船会社が省令第３条に基づき独自に作成させること。 


改装工事中の 


防 火 対 象 物 


※原則，防火対象物の消防計画で対応する。ただし，工事に伴う事前協議等に
より必要が確認された場合は，次の様式を参考に作成すること。 
 
 表紙 改装等の工事中の消防計画作成（変更）届出書※２ 


 内容 工事中の消防計画書（改装等用）※３ 


※１ 神戸市消防局ホームページ「建築課で取り扱う申請・届出等」から該当
する様式を参考にすること。 


※２・※３ 神戸市消防局ホームページ「申請届出様式」から該当する様式を
参考にすること。 


 


 





